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○ 取扱い 

 単なる脂肪肝に対するウルソデオキシコール酸（ウルソ錠等）の算定は、

原則として認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 ウルソデオキシコール酸（ウルソ錠等）の添付文書の効能・効果は、「胆

道（胆管・胆のう）系疾患及び胆汁うっ滞を伴う肝疾患」 、「慢性肝疾患

における肝機能の改善」等であり、単なる脂肪肝は本剤の適応とならない。

また、ガイドライン（日本消化器病学会・日本肝臓学会 NAFLD/NASH

診療ガイドライン 2020）では常用量のウルソ錠等は脂肪肝に対して有用

性が認められていないとされている。 

 以上のことから、単なる脂肪肝に対する当該医薬品の算定は、原則とし

て認められないと判断した。 

 


